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評価方法の比較

消防危第140号※通知
（屋外）

消防危第140号※通知
（屋内）

精緻なガイドライン※

(屋外)
左記に該当しない

個別評価

評価方法の
概要

ガス検知器により可燃性蒸気濃度
を測定し、25％LEL未満となる場
所を判定

同左
※換気条件を考慮

物性値、プロセス圧力、開口面積、
換気速度等から計算により危険距
離を判定

要相談

対象施設
製造所

一般取扱所
同左 全て 全て

対象放出源 全て 同左 第２等級 全て

使用可能と
なる非防爆
機器※

携帯式・移動式 同左 全て 要相談

付加要件
ガス検知器の携行
予防規程（自主行動計画）

ガス検知器の携行
予防規程（自主行動計画）
換気の維持管理

予防規程（自主行動計画）
換気の維持管理（屋内）
※必要に応じてインターロック

要相談

参考価格
1,000㎡以下～300万円
1,000㎡を超え2,000㎡以下～500万円
2,000㎡超～700 万円

1,000㎡以下～400万円
1,000㎡を超え2,000㎡以下～600万円
2,000㎡超～800 万円

放出源、蒸発プールの個数
50個以下～250万
以後、50個追加につき～50万
(※類型化できるものは１の放出源、蒸
発プールとして算定する)

要相談

※携帯式：人が携帯するもの（スマートフォン、タブレット等）
移動式：人が携帯しないもので、定置式ではないもの（ドローン、自立型ロボット等）
定置式：人が携帯しないもので、定置で使用するもの（固定の有無は問わない）（Wi-Fiルーター、照明器具等）
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※令和７年６月30日付け消防危第140号通知
※平成31年４月24日付け消防危第84号通知

【参考】

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/260326_kiho_59.pdf
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https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190424kihotuuti.pdf
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https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190424kihotuuti.pdf


申請手続きのフロー

事前相談

申請者は可能な範囲で既存資料等を提供
・危険物施設の概要
・放出源となりうる箇所がわかる平面図
・どのようなニーズがあるか、評価を受けたい内容
・既存の測定データ 等

申請者のニーズを踏ま
えて評価区分の選定

非防爆の省電力機械器具を
使用したい 等

②精緻なガイドラインの適用に
関する評価

①消防危第140号通知への
適合性に関する評価

③左記に当てはまらない
個別の評価

固定の電気設備であって非防爆
の設備・機器を設置したい 等

事業所の特殊な事情等により
既存の仕組みに当てはまらない 等

申請

見積

・申請書の準備
・手数料の納付（要綱に記載のとおり）

評価・支援を求める内容に
応じて手数料を算定・見積

・契約手続
・手数料の納付（見積のとおり）

契約
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申請手続きのフロー

【①消防危第１４０号通知に基づく屋外施設の評価】

評価を希望する危険物施設の
決定（区画単位でも可）

事前確認
資料等により評価の可否を判断

事業所による測定
事前に選定した測定箇所及び測定
時間により申請者が測定を行う

※事業所の要望があればＫＨＫが測定事業所を
紹介

緑字～申請者

青字～ＫＨＫ

評価金額の決定
評価対象範囲の面積によ
り算出

管轄消防本部へ事前相談

測定結果の評価

詳細測定
測定結果によっては、
詳細測定を行う

報告書の納品

※必要に応じて評価
委員が確認

非危険場所の判定

※事業所の要望があればＫＨＫから消防本部へ説明

・自主行動計画の作成
・管轄消防本部へ予防規程の変更認可申請
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申 請

ＫＨＫに必要資料の提出
施設の平面図・立面図、アイソメ図、
Ｐ＆ＩＤ図、製造フロー図（危険物、ガス
等の温度、圧力の変化がわかるもの）等

測定箇所等の選定
【第１等級】
資料及び現地調査等により原則、個別に測定箇所及び測定時間等を確定
【第２等級】
資料及び現地調査等により放出源の類型化を行い、そのうち高温・高圧箇
所等を測定箇所として選定する（併せて測定時間を決定）

※測定箇所等の妥当性について、必要に応じて評価委員から助言
※必要に応じて現地調査を実施



申請手続きのフロー

【①消防危第１４０号通知に基づく屋内施設の評価】

事業所による測定
事前に選定した測定箇所、範囲及
び測定時間により申請者が測定を
行う

測定箇所等の選定（原則、区画単位で選定）
【第１等級】
資料及び現地調査等により原則、個別に測定箇所、測定範囲及び測定時
間等を確定
【第２等級】
資料及び現地調査等により放出源の類型化を行い、そのうち高温・高圧箇
所等を測定箇所として選定する（併せて測定時間を決定）

※事業所の要望があればＫＨＫが測定事業所を
紹介

緑字～申請者

青字～ＫＨＫ

※測定箇所等の妥当性について、必要に応じて評価委員から助言
※必要に応じて現地調査を実施

評価金額の決定
評価対象範囲の面積によ
り算出

測定結果の評価

詳細測定
測定結果によっては、
詳細測定を行う

報告書の納品

※必要に応じて評価委員
が確認

非危険場所の判定

※事業所の要望があればＫＨＫから消防本部へ説明

・自主行動計画の作成
・管轄消防本部へ予防規程の変更認可申請
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申 請

ＫＨＫに必要資料の提出
施設の立面図・平面図、換気設備等に係る資料、
アイソメ図、Ｐ＆ＩＤ図、製造フロー図（危険物、
ガス等の温度、圧力の変化がわかるもの）等

換気条件の整理
図面等により、自然換気、排出
設備等の実態を整理

評価を希望する危険物施設の
決定（区画単位でも可）

管轄消防本部へ事前相談



放出源の類型化
アイソメ図、P＆ID図、危険物の
物性値等により放出源、蒸発
プール（放出源等）を類型化

計算箇所の選定
類型化した放出源等のうち、ＬＦＬ値等から危険度が高い
と判断される放出源等を選定

必要資料の提出
施設の平面図・立面図、換気・排出設備の位置及
び稼働状況がわかる資料、物性値・プロセス圧
力・開口面積等がわかる資料、アイソメ図、Ｐ＆Ｉ
Ｄ図、製造フロー図等

※選定箇所の妥当性等について、必要に応じて評価委員から助言
※必要に応じて現地調査を実施

・自主行動計画の作成
・管轄消防本部へ予防規程の変更認可申請

管轄消防本部へ事前相談

非危険場所、危険距離の決定
選定した放出源等について、ガイドライ
ンに基づき計算を行い、危険等級又は
危険距離を決定（原則、当該計算結果を
類型化した放出源にも適用する）

※物性値等、計算に用いる数値等が不明な場合はKHKが支援

報告書の納品

申請手続きのフロー

【②精緻なガイドラインに基づく評価】

※必要に応じて評価委員が確認

緑字～申請者

青字～ＫＨＫ
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申 請

評価金額の決定
放出源等の個数により算出
（類型化できるものは１の放
出源として算出）

※事業所の要望があればＫＨＫから消防本部へ説明

評価を希望する危険物施設の
決定（区画単位でも可）



必要資料の提出
施設の平面図・立面図、換気・排出設備の位置及
び稼働状況がわかる資料、物性値・プロセス圧力・
開口面積等がわかる資料、アイソメ図、Ｐ＆ＩＤ図、
製造フロー図等

※測定箇所等の妥当性等について、必要に応じて
評価委員から助言
※必要に応じて現地調査を実施

・自主行動計画の作成
・管轄消防本部へ予防規程の変更認可申請

※物性値等、計算に用いる値が不明な場合はKHKが支援

性能評価委員会 報告書の納品

申請手続きのフロー

【①②に該当しない個別の評価】

※必要に応じて開催

緑字～申請者

青字～ＫＨＫ
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申 請

評価金額の決定
評価対象範囲の面積、評
価方法又は放出源の個
数等により総合的に算出

※事業所の要望があればＫＨＫから消防本部へ説明

ＫＨＫへ事前相談
評価の可否、適用す
る評価方法等の決定

管轄消防本部へ事前相談
評価を希望する危険物施設の
決定（区画単位でも可）

事業所による測定
事前に選定した測定箇所、
範囲及び測定時間により
申請者が測定を行う

測定箇所等又は（及び）計算箇所の選定
施設の実態等に応じて個別に対応

非危険場所、危険距離の決定
事前に抽出した放出源等につい
てガイドラインに基づき計算を
行い、危険等級又は危険距離を
算出（原則、当該計算結果を類
型化した放出源にも適用する）


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6

